
１．施設名等

～

利用料金制 採用している 採用していない

前年度からの変更 あり なし

（変更ありの場合、その内容）

％

％

（２）利用者数、利用料金収入の増減理由

（利用者数）

（利用料金収入）

利用者数(人)

○えひめ国体に向けた施設改修に伴い施設の供
用ができなかった。
　　（大型映像装置の使用料分は収入増）
○平成23年度まで5年間開催していたコンサート
（a-nation）が開催されなかった。
○大規模な有料試合が開催されなかった。

○えひめ国体に向けた施設改修に伴い施設の供
用が制限された。（体育館(4～9月)、補助体育館
(10～3月)、陸上競技場(10～2月)、補助競技場
(10～3月)、多目的広場(10～3月)、ﾃﾆｽｺｰﾄ(7～3
月)、球技場(ｽﾀﾝﾄﾞのみ12月～3月)、弓道場(10月
～3月))
○平成23年度まで5年間開催していたコンサート
（a-nation）が開催されなかった。
○大規模な有料試合が開催されなかった。

対前年度増減率が±５％以上の場合、その理由

利用料金収入(千円) 22,341

利用料金等

県委託料（千円）

５．施設の利用状況

892,810 △ 30.6

年度

２４年度 ２５年度

545,801

２２年度年度

―

２３年度２１年度

２３年度

190,259

（１）施設の利用者数と利用料金収入

施設の管理体制

公益財団法人　愛媛県スポーツ振興事業団 平成26年4月1日

開館日・開館時間

４．指定管理業務に係る県の委託料（協定締結額）

施設内容

12月29日から1月3日は閉園、それ以外の日は開園
午前9時から午後9時まで（補助競技場、球技場及び相撲場については、午後5時まで）
施設利用者の要望に応えて時間外の利用に対応（各施設早朝準備、補助競技場・球技場利用時間の延長など）
※国体にむけた競技力向上のため、利用時間延長を実施している。

指定管理者が
行う業務

２６年度

206,313

２２年度

190,259

２１年度

190,259

２５年度

190,259

２４年度

184,609

県民のスポーツ振興を図るため県内スポーツの核となる陸上競技場や体育館などの
各種運動施設を整備するとともに、幅広いレクリエーション活動に対応するためキャン
プ場や子供広場などの各種余暇活動施設を設置。

主要施設
　○陸上競技場33,590㎡　○体育館9,046㎡　○テニスコート16,660㎡
　○補助競技場19,300㎡　○球技場19,920㎡　○弓道場1,704㎡　○相撲場8,000㎡
　○多目的広場13,320㎡　○キャンプ場5,000㎡

①運営に関する業務
②県立都市公園条例第６条の規定による公園の利用の禁止又は制限に関する業務
③利用の許可に関する業務
④利用に係る料金の収受に関する業務
⑤利用者への便宜の供与に関する業務
⑥利用の促進に関する業務
⑦施設、附属施設及び備品の維持管理に関する業務
⑧その他知事が定める業務

施設の外観

( ５年間 )指定期間

電話
ＨＰ

施設名

平成31年3月31日

２．指定管理者

３．施設の概要と指定管理者が行う業務等

指定管理者名

設置目的

県所管課

愛媛県総合運動公園
松山市上野町乙４６番地
089-963-3211

所在地

土木部道路都市局都市整備課

２ ５ 年 度 指 定 管 理 者 運 営 状 況 検 証 シ ー ト

（設置年月日） http://www.epsc.jp/（昭和55年5月15日）

平成２６年３月３１日現在　　

846,722

対前年度増減率

△ 8.5

849,798 786,740

24,42031,87937,141 33,733
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21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

利用料金収入

（千円）

利用者数

（人）

利用料金収入 利用者数

（正規2）

（臨時2）

（正規3(うち兼務1)）
（臨時2）(日々雇用16)

(正規2)
（臨時1）

園　長
総務管理

課　　長
庶務係

管理係

指導係振興課長



ア）サービス向上を図る主な取組み

（○は指定管理者制度導入以降、継続的な取組み、☆は平成２５年度の新たな取組み、※は利用者からの要望による取組み）

イ）利用者からの声への２５年度の対応状況

○愛媛FCホームゲームを開催（運営協力、施設整備、芝生管理）
○公園情報誌、行事予定表を発行し情報提供
○ホームページを利用した施設・行事のPR
○県施設利用予約システムを活用した運営
○車椅子、ベビーカーを常備し無料貸出
○各施設にAEDを設置
○ボランティアの活動支援として、県の推進するｻﾏｰ・ｳｲﾝﾀｰﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱへの協力
○いーよネット活用への協力・利用料の減免
○利用者のニーズに応えた各種スポーツ教室、スポーツ大会を
開催
○スポーツ教室開催時の託児サービス実施
○トップアスリートを招へいしてスポーツ教室を実施
○ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾀ、ふれあい健康ｳｫｰｸ、落ち葉で焼き芋をつくろうな
どのｲﾍﾞﾝﾄ開催
○レストハウスを外部委託し運営
○施設のリフレッシュのため、園内清掃の強化
○電子掲示板を導入し案内PRに活用
○ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｲﾍﾞﾝﾄの開催
○総合型地域スポーツクラブの育成支援のイベント開催（愛媛ス
ポーツデーの開催）
○県がﾆﾝｼﾞﾆｱｽﾀｼﾞｱﾑに設置した大型映像装置の円滑な運用、
主催者の有効な運用の補助
○2017えひめ国体へ向けての大規模な施設改修工事について
の利用者への告知、連絡調整。施工業者との連絡、安全確保
○2017えひめ国体へ向けての選手強化、指導者育成事業への
協力

平成２６年度の内容（予定含む）
○25年度の事業を継続するとともに、新たな自主事業を積極的
に実施し、サービスの一層の向上を図り、来園者・利用者の増
加を図る。
○ホームページなどをさらに利用し、公園の情報を積極的に発
信しPRに努める。
○園内の美化・清掃に努め、利用者が気持ち良く利用できる施
設となるよう努める。
○国体へ向けた大規模な改修工事のための施設利用者との連
絡調整を行うとともに、工事現場の安全の確保を行う。
○2017えひめ国体へ向けての選手強化、指導者育成事業に一
層の協力を行う。

平成２５年度の内容

・本県のスポーツ活動の拠点として有効に活用されている。大会の少な
い平日においても、スポーツ教室や各種事業の実施により、施設の有効
な活用が図っている。
・大会時には主催者と積極的に打ち合わせを行うとともに、近隣住民に
理解を得るようＰＲに努めるなど、円滑な運営に努めている。また、施設
利用者・事業参加者へのアンケートなどにより、利用者の意見を取り入
れ、運営の改善を行っている。
・職員研修を行い、利用者に対する接客マナーを向上させるとともに、利
用者が気持ちよく安心・安全に利用できるよう努めている。
・園内が憩いの場となるよう積極的に美化・清掃に努めるとともに、定期
的な点検を実施し、修繕等に早急に対応するなど施設設備の適正な管
理に努めている。
・2017えひめ国体の開催に向けての大規模な施設改修にあたり、利用
者との連絡調整を行い円滑な実施に協力している。
・国体競技力向上、指導者育成事業に対して積極的に協力している。

利用者からの評価や苦情・要望の主な内容

・施設利用者へのアンケート、スポーツ教室参加者へのアンケー
トを実施し、良好な評価を得ている。
・国体に向けた競技力強化事業のために練習会場の確保、利用
時間の延長に対応
・国体に向けた競技力強化事業での利用時の利用料の減額

利用者からの苦情・要望への主な対応状況

・国体競技力強化事業での使用の利用時間延長を対応（毎週
木曜日22時まで延長）
・国体競技力強化事業での利用料を1/2に減額

　本県のスポーツ・レクリエーション活動の拠点として、スポーツ大会の開催はもとよりコンサートや各種スポーツ教室、イベントにも積極的に取組
み、施設の利用促進を図っている。現在、えひめ国体に向けた改修工事に伴い、一部施設の利用制限が行われているが、引き続き、県や競技
団体との連携を強化し、円滑な施設運営に努めていただきたい。

８．指定管理者制度の導入による効果と課題の検証

７．２５年度実績に係る施設の利用状況及びサービスの質向上に向けた取組みに関する確認・検証

６．サービスの質向上に向けた取組み

指定管理者の自己検証 県の施設所管課の確認・検証意見
・各種スポーツ教室やレクリエーションイベントなどを積極的に実施し、
施設の利用促進に努めている。
・大規模イベントの開催時には近隣住民に事前に周知し、円滑な事業
運営と近隣との良好な関係を確保している。
・園内の環境美化とともにＡＥＤ講習や防災訓練を実施し、安全・安心な
施設管理に努めている。
・国体の開催に向けた施設改修により、一部施設の利用制限が行われ
ているが、利用者との連絡調整等円滑な施設運営に努めている。


